
平成 29 年度岡崎市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

日時：平成 29 年４月 13 日（木）

全体会終了後

会場：岡崎市福祉会館３階 303 会議室

次 第

１ 開 会

２ 新委員等自己紹介

３ 議 事

⑴ こども発達センターについて【こども発達センター】

⑵ 幼保連携型認定こども園について【保育課】

⑶ 母子生活支援施設について【家庭児童課】

⑷ 平成 29 年度の主要・新規事業について

ア 民間児童クラブ利用者育成料補助業務【こども育成課】

イ 南部乳児保育園整備業務【保育課】

４ 閉 会



平成 29 年度第１回

岡崎市社会福祉審議会

児童福祉専門分科会

説明資料

平成 29 年４月 13 日(木)



岡崎市早期支援システム
発達に心配のある子と保護者

保健所 ①発見

※基本ルート（部分的に経由しないパートもあり）

療育的支援事業

②早期支援

③診断

④専門療育

⑤保育

⑥教育学校（通常学級・特別支援学級）

保育課・総合子育て支援センター等

療育方針
検討会議

(内部）

相談センター
発達専門相談・訪問支援・啓発

または
支援センター

親子通所・単独通所

民間児童発達
支援事業所

発達フォロー協力医・かかりつけ医

要観察・要指導

発達センター

こども発達センター療育方針検討会議（外部）

私立幼稚園 保育園・公立認定こども園

こども発達センター準備室 2017.1.31

にこにこきっず1（1歳児グループ）
保健所
地区担当
保健師

特別支援学校

教育相談センター：教育支援委員会

1歳6か月児健康診査
育児発達相談

保育課・総合子育て支援センター：保育園等入園検討連絡会

医療センター
発達テスト・診断
グループ保育

リハビリテーション

にこにこきっず2（2歳児グループ）



岡崎市こども発達センター開所後

早期支援システム運用のための言葉の定義について

１．早期支援の時期の定義

①１歳６か月児健診事後

（時期）

２歳までに一度は、児の発達状況の把握を行い、療育の要否を判断。

療育が必要な場合すみやかに(遅くとも 2 歳 7 か月までに)療育開始。

②その他の健診事後

（時期）

健診後すみやかに療育の要否を判断。

療育が必要な場合、すみやかに療育開始。

２．岡崎市こども発達センターの療育に関する定義

①療育とは

発達に心配のある子について、個々の特性に合う対応方法を、保護者が専門家と共に常

に検討しながら行う子育てのこと。

発達に心配のある子の社会適応能力や生活能力を最大限引き出すことをめざし、個々の

特性に合わせた方法で行われる治療と訓練、保育と教育。

②療育の対象者

発達に心配のある子とその保護者

③療育に関わる専門家

医師、歯科医師、保健師、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、

教諭など

④療育の要否判断機関

医療機関、岡崎市こども発達相談センター・医療センター、児童相談所、岡崎市保健所

総合子育て支援センター、教育相談センター

＜目指すこと＞

『2 歳までに一度は療育の要否判断』

『すみやかに（遅くとも２歳７か月までに）療育開始』

＜留意点＞

療育の要否判断と療育利用のすすめは、就園の有無にかかわらず行う

＜目指すこと＞

『療育』の定義を決め、岡崎市こども発達センターが

「療育が必要な子と保護者」の判断基準を形成していく

こども発達センター準備室 2017.1.31
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市立幼稚園の幼保連携型認定こども園移行について（報告）

岡崎市立幼稚園３園（梅園・広幡・矢作）は、平成 29 年４月から教育認定、保

育認定のお子さんが一緒に通う幼保連携型認定こども園として新たにスタートし

ました。

１．幼保連携型認定こども園移行の意図

本市の保育園入園者数は年々増加してきており、今後も、女性の就労の拡大な

どに伴い、ますます子どもの保育需要は増加するものと考えられます。

一方、市立幼稚園３園では申込者が減少傾向にあり、就学前の子どもの教育・

保育を確保する必要があるため、これまでの幼稚園教育の経験を活かせられ、保

護者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場

合でも、通い慣れた園を継続して利用できるメリットがある幼保連携型認定こど

も園への移行に取り組むこととしました。

２．各こども園の状況

３歳児
４歳児 ５歳児 総園児数 総定員数

１号 ２号

梅園こども園 31 人 2 人 51 人 52 人 136 人 180 人

広幡こども園 38 人 5 人 45 人 49 人 137 人 180 人

矢作こども園 38 人 2 人 39 人 44 人 123 人 160 人

（※人数は平成 29 年３月１日現在での見込み数で算出）

※平成 29 年度から３歳児を対象とした２号認定の受け入れを進め、３年間で段

階的に保育認定を増加していきます。なお、３歳児の１号・２号の募集定員数

は以下のとおりです。

梅園・広幡こども園・・・（１号）40 人 （２号）20 人

矢作こども園・・・・・・（１号）30 人 （２号）10 人

議題２
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■幼稚園と幼保連携型認定こども園の比較

項 目 幼稚園 認定こども園

法 令 学校教育法 就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律

条 例 岡崎市立学校設置条例 岡崎市立幼保連携型認定こども園条例

利用定員 梅園幼稚園 180 人

〔3～5 歳児〕各 60 人

広幡幼稚園 180 人

〔3～5 歳児〕各 60 人

矢作幼稚園 160 人

〔3 歳児〕40 人

〔4・5 歳児〕各 60 人

梅園こども園 180 人

〔3～5 歳児〕

1 号認定各 40 人、2 号認定各 20 人

広幡こども園 180 人

〔3～5 歳児〕

1 号認定各 40 人、2 号認定各 20 人

矢作こども園 160 人

〔3 歳児〕

1 号認定 30 人、2 号認定 10 人

〔4・5 歳児〕

1 号認定各 40 人、2 号認定各 20 人

※2 号認定児童の受入れは、まずは、平

成29年度に入園する3歳児を対象とし、

3 年間で段階的に 2 号認定児童の受入れ

を進める。

対象年齢 3・4・5歳児 幼稚園と同じ（当該年度中に満 3歳に達

するものを除く）

クラス編成 3 歳児 20 人×3 クラス

（矢作 2 クラス）

4 歳児以上 30人×2クラス

幼稚園と同じ

※1 号認定・2 号認定の児童を区分せず

に、混合クラスで編成する。

職員配置 1 クラス 35 人以下で 1人 3 歳児 概ね 18人に対し 1 人

4 歳児以上 概ね 30 人に対し 1人

※1 号認定児童の在園時間帯は、担任制

の形態の変更なし。

開園時間 午前 8 時 45 分～午後 2時 30 分 午前 8 時～午後 5 時 30 分

（土曜日：午前 8 時～午後 0 時 30 分）

※9.5 時間開所(現在、53 保育園中、11

園が 9.5 時間、42 園が 12 時間開所)

保育時間 １

号

午前 8 時 45 分～午後 2時 30 分 幼稚園と同じ

２

号

保育短時間認定

午前 8 時～午後 4 時

保育標準時間認定

午前 8時～午後 5 時 30 分

※土曜日は、午前 8 時～午後 0 時 30 分

資料１
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休業日

１

号

・国民の祝日に関する法律に定

める休日

・土・日曜日

・（学年始め）4 月 1 日～入園式

の日の前日

・(夏季)７月 21日～8月 31 日

・(冬季)12 月 24 日～1月 6 日

・(学年末)3 月 25 日～3月 31 日

幼稚園と同じ

２

号

・国民の祝日に関する法律に定める休日

・日曜日

・12 月 29 日～31 日、1月 2・3 日

保育料 世帯の所得の状況等を勘案して国が

定める水準を限度として、市の条例

及び規則で定める額

資料２（1 号認定）

変更なし

資料２（1 号認定、2 号認定）

延長保育 2 号認定児童(保育短時間認定)対象

※延長保育料は資料２のとおり

一時預かり 1 号認定の在園児対象

※平日は午後2時 30分～午後4時まで。

７月 21 日～8 月 31 日の期間は、午前

8 時 45 分から午後 4 時まで。

※一月 10日間の利用を限度とする。

※一時預かり保育料は資料１のとおり

子育て支援

事 業
子育て相談（随時受付）

デイリー

プログラム

資料３ 資料３
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●保育料

１号認定

１ 生活保護世帯 0

２
市町村民税の非課税世帯
（均等割のみ課税世帯を含む）

1,100

３
市町村民税の所得割額が

77,100円以下の世帯
6,300

４
市町村民税の所得割額が

211,200円以下の世帯
13,100

５
市町村民税の所得割額が

211,201円以上の世帯
17,400

２号認定

Ａ 生活保護世帯 0 0

Ｂ 市町村民税非課税世帯 1,600 1,400

Ｃ
市町村民税の所得割が非課税
である世帯（均等割のみ課税）

6,100 6,800

Ｄ０
市町村民税の所得割が

48,000円未満の世帯
7,500 7,900

Ｄ１
〃 48,000円以上

64,000円未満の世帯
9,900 10,100

Ｄ２
〃 64,000円以上

83,000円未満の世帯
15,300 15,200

Ｄ３
〃 83,000円以上

115,000円未満の世帯
18,600 18,100

Ｄ４
〃 115,000円以上

141,000円未満の世帯
20,500 20,000

Ｄ５
〃 141,000円以上

170,000円未満の世帯
21,100 20,700

Ｄ６
〃 170,000円以上

208,000円未満の世帯
22,300 21,700

Ｄ７
〃 208,000円以上

330,000円未満の世帯
23,500 22,000

Ｄ８ 〃 330,000円以上世帯 23,900 22,300

●延長保育料 ●一時預かり保育料
単位：円

※保育短時間：午前８時～午後４時 保育標準時間①：午前８時～午後５時30分

資料２

単位：円

単位：円

月額 単位：円

24,900

24,500

23,300

22,100

第２子

年
齢
制
限
な
し

小
３
ま
で

半

額

21,500

19,600

16,300

10,900

8,500

0

1,600

7,100

階層区分 月額
条件

多子世帯軽減

無

料

多子世帯軽減

0

半

額

無

料

9,100

6,900

17,100

14,200

20,700

19,700

19,000

第３子
以 降

第２子条件

年
齢
制
限
な
し

同
時
入
園
で
あ
る
こ
と

21,300

21,000

保育短時間 保育標準時間①

5,800

1,400

４・５歳児

保育短時間 保育標準時間①

３歳児

第３子
以 降

階層区分

区分

生活保護世帯等及び市町村民税の
非課税世帯

平日(月曜日から金曜日)における
午後４時から午後５時30分まで

1,000

0

月額 区分

夏季休業期間(7月21日から8月31日まで)以外の
平日において一時預かり保育を実施する日

夏季休業期間の平日において一時預かり保育を
実施する日

日額

800

400
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●１日の流れ

【幼稚園】

１号
月
～
金

登

園

給
食
準
備

【認定こども園】

１号
月
～
金

登
園

土

給
食
準
備

降

園

給

食

資料３

好
き
な
遊
び

お
や
つ

7/10ごろ～8/31の期間

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
等

自
ら
選
ん
で
す
る
活
動

降

園

8:00

17:0016:0015:00

午 睡

降
園
（
３
歳
児
）

降
園
（
４
・
５
歳
児
）

8:00

14:00

9:00 10:00 12:0011:00 14:0013:00

給

食

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

２号

8:00 9:00 10:00 11:00

月
～
金

登

園

朝
の
身
支
度
、
集
ま
り

ク
ラ
ス
で
の
活
動

自
ら
選
ん
で
す
る
活
動

12:00

登

園

朝
の
身
支
度

好
き
な
遊
び

降
園
（
４
・
５
歳
児
）

朝
の
身
支
度
、
集
ま
り

ク
ラ
ス
で
の
活
動

自
ら
選
ん
で
す
る
活
動

給

食

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
等

自
ら
選
ん
で
す
る
活
動

降
園
（
３
歳
児
）

給
食
準
備
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（注１） （注 2）

岡崎市母子生活支援施設「いちょうの家」の今後の施設運営について

１ 沿革

岡崎市母子生活支援施設「いちょうの家」

所在地：岡崎市久後崎町字キロ 1 番地２

土 地：2,155.63 ㎡（本体 1,138.27 ㎡、旧母子・父子福祉センター1,017.36 ㎡（2 筆））

建 物：1,593.44 ㎡

本体 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建、昭和45 年建築（築 46 年）、1,085.78 ㎡

旧母子・父子福祉センター 鉄筋コンクリート造 2 階建、昭和 62 年建築、507.66 ㎡

定 員：20 世帯

２ 本市における母子生活支援施設の必要性

（１）母子生活支援施設の意義

母子生活支援施設は、「母と子が共に生活しながら支援を受けることができる唯一の

児童福祉施設」である。いちょうの家入居者は、DV 被害者が約８割（Ｈ29.3.1 現在）

を占め、さらに母子共に様々な障がいを持っている場合や、外国籍であることなど、厳

しい課題を複数抱えた世帯が多い。母子生活支援施設は、このような世帯に対し、生活

基盤を再構築するとともに安全安心な生活環境を保障し、自立に向けたさまざまな支援

を提供する必要不可欠な社会資源である。

これからの母子生活支援施設は、施設に入所している母子世帯に対してインケアを行

うだけでなく、施設機能や専門的なノウハウを活用し、施設を退所して地域で生活する

母子世帯のアフターケアは言うまでもなく、もともと在宅で生活しているひとり親家庭

に対しても地域の支援拠点としての役割が求められている。

（２）母子生活支援施設を取り巻く状況

近年、ひとり親家庭の貧困率が 50％を超え、児童虐待やＤＶ被害の相談件数は増加

の一途をたどり、母子世帯や子どもを取り巻く社会環境は大きく変化している。このよ

うな中で、支援を必要とする世帯は増え続けることが想定され、児童福祉や母子福祉

等、家庭福祉施策の拡充は喫緊の課題である。

しかし、その一方で、母子生活支援施設の数や利用世帯数は減少傾向にあり、稼働施

設の約半数が暫定定員 となっているのが現状である。 それにより、措置費の減額

による支援力の施設間格差や施設の地域偏在を招いている。

（注１）別紙資料参照

（注２）平成 28年度全国母子生活支援施設協議会便覧より：全国 237 施設（うち公設公営

43、公設民営 63、民設民営 131 施設）

議題３
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３ 課題等

（１） 施設（建物）面

ア 昭和 45 年５月１日に現在地で新築した築 46 年目の建物である。

イ 本市の公共施設等総合管理計画において、抜本的な見直し対象とされている。

ウ 大規模改修期を迎えているが、各居室に浴室及び便所を設ける、居室面積が 30

㎡以上とする児童福祉施設の整備及び運営に関する基準（最終改正：平成 27 年８

月 31 日厚生労働省令第 133 号）第 26 条第２号及び第３号を満たしていないた

め、建替えに近い状態となる。

エ 民設民営で建物の建替えをした場合、補助金は国 1/2 中核市 1/4 となる。

※岡崎市が公共施設として建て替える場合の補助金は、国 1/2 のみ

※民設民営で設備基準を充たした施設を建て替えた場合、岡崎市の負担額を

84,645 千円程度 削減することができる。

※）延べ床面積 1,026 ㎡×RC 建築単価 330 千円×1/4＝84,645 千円

（２） 運営面

ア 指定管理者制度により社会福祉法人が管理運営を行っているが、３期目 11 年に

わたり良好な運営実績である。

イ 運営は、児童福祉法に基づく措置費でまかなわれることから、全国的に社会福

祉法人が設置主体となっている施設が半分以上を占めている。

ウ 現在の指定管理期間（5 年ごと更新）は、指定管理者である社会福祉法人にと

って、経営の安定性に欠けるため、より良いサービス提供への努力が限定的にな

る可能性がある。

４ 民営化に向けての検討

（１）方法

建物については無償譲渡、土地については 10 年間の無償貸付とし、期間満了後

は協議による継続を可とする。

（２）時期

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成 20 年

７月 11 日厚生労働省告示第 384 号）の別紙に基づき、建物の処分制限期間 47 年

（住宅用鉄筋コンクリート造 4 階建）を満了する平成 29 年 4 月 30 日以降の直近

である平成 30 年度を予定したい。

（３）建物の状況

建設から 46 年目を迎え、建替え時期は来ているものの、平成 27 年度に実施し

た構造体耐久性調査により、残存耐用年数 20 年以上との結果を得ている。
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１ 岡崎市母子生活支援施設「いちょうの家」沿革

２ 愛知県内の施設状況

・愛知県 13 施設（うち暫定５施設）：平成 28 年度全国母子生活支援施設協議会便覧

から愛知県は全国的に見て施設数が多い。

・県内３中核市に１施設ずつ設置（豊田市、豊橋市は民設民営）

豊田市：平成 18 年４月開所（定員 20 世帯）

豊橋市：昭和 22 年 3 月開所、平成 18 年度建替え（定員 20 世帯）

岡崎市：昭和 22 年 4 月開所、昭和 45 年新築移転（定員 20 世帯）

所在地 設置主体 経営主体 認可定員 暫定定員 土地無償貸付け

名古屋市

社会福祉法人 20 愛知県（民営化）

社会福祉法人 40 32

社会福祉法人 30 愛知県（民営化）

名古屋市
社会福祉法人 30 28

公益財団法人 35 32

豊橋市 社会福祉法人 20

一宮市 一宮市 30 24

半田市 社会福祉法人 20 半田市

春日井市 春日井市 社会福祉法人 9 8

豊川市 社会福祉法人 10 豊川市

犬山市 犬山市 10

豊田市 社会福祉法人 20

岡崎市 岡崎市 社会福祉法人 20

※暫定定員：1 年間の平均入所世帯数が 9 割を下回った場合、次の年は概ね一割減が暫定定

員となり措置費が減少する。

昭和 22 年４月１日 生活保護施設「岡崎市母子寮」として上六名町に開設

23 年７月 29 日 児童福祉法制定により児童福祉施設として設置

24 年 10 月 10 日 岡崎市母子寮保育所認可（定員 40名）

28 年８月 15 日 母子寮の定員変更（30世帯）

29 年４月１日 保育所定員変更（定員 50 名）

36 年３月 31 日 保育所廃止

37 年 10 月 31 日 授産所廃止

43 年８月１日 母子寮定員変更（定員 20 世帯）

45 年５月１日 現在地に新築し施設移転

63 年４月１日 施設管理を社会福祉法人岡崎市福祉事業団に委託

平成 10 年４月１日 児童福祉法改正による名称変更（岡崎市母子生活支援施設）

18 年４月１日～ 施設管理を社会福祉法人若竹荘に委託（指定管理）

29 年４月１日～ 母子・父子福祉センターを廃止し、母子生活支援施設へ転用

資料
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議題４

平成 29 年度の主要・新規事業について

ア 民間児童クラブ利用者育成料補助業務

イ 南部乳児保育園整備業務
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民間児童クラブ利用者育成料補助業務〔予算額12,489千円〕

１ 概要

公立の児童育成センターと民間の放課後児童クラブの利用

者負担の格差を是正するため、育成料（利用料）の一部を補助

しています。

児童育成センターの育成料減免に準じて、生活保護や児童扶

養手当等を受けている世帯に対して補助を拡充します。

児童育成センター 民間の放課後児童クラブ

運営主体（箇所数） 岡崎市（34箇所） ＮＰＯ法人（８箇所）

利用料 月額 7,000円 月額 8,000円～12,000円

２ 補助金額

区 分 補助金額

１ 生活保護を受けている世帯

育成料月額の全額２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律によ

る支援給付を受けている世帯

３ 児童扶養手当を受けている世帯 育成料月額の半額

４ その他の世帯

児童育成センター育成料

（月額7,000円）との差額

※上限：1,800円/月

拡充

【担当】

こども部こども育成課

23-6221
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南 部 乳 児 保 育 園 整 備

【保育園を整備することになった背景】

本市全体の園児は、過去５年で 556 人増加しており、５年前と比べ、約８％の上昇と

なっています。

岡崎地域にあっては、園児数は過去５年間で全市の伸び率を上回る約 20％、142 人増

加しており、特に、０,１,２歳児は、過去５年の全市の伸び率が約 14％を大きく超える、

約 35％、69 人の増加となっています。

ＪＲ岡崎駅近辺の南部地域は、ますます保育需要が高まることが想定されますので、新

たな保育園の設置について検討してまいりますが、先ずは現在の状況に即応するため、南

部市民センター分館敷地内に、暫定的に３歳未満児 60 人を対象とする乳児専用保育園を、

平成 30 年４月の開園に向けて整備します。

【事業スケジュール】

平成 28 年度 地質調査、実施設計〔予算額 1,362 千円〕

平成 29 年度 園舎建設工事、外構（敷地改修）工事〔予算額 108,537 千円〕

平成 30 年度 ４月１日開園（予定）

【園舎の概要】

暫定的に整備する保育園 （想定利用期間：５年～10 年程度）

３歳未満児専用

定員 ６０人（予定）

開園時期 平成３０年４月１日（予定）

保育時間 午前７時～午後７時（予定）

休園日 日曜日・祝日・年末年始休日（12/29～1/3）

園舎の規模 軽量鉄骨造 平屋建 延床面積 約４６０㎡

新設保育園

建設地

岡崎駅
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